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津市告示第３７１号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年８月１日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅、津駅（放置禁止区域）              

２ 撤去した年月日 平成１８年８月１日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  
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津市告示第３７２号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年８月２日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 津駅、津新町駅及び久居駅（放置禁止区域）          

２ 撤去した年月日 平成１８年８月２日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 

5





津市告示第３７４号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年８月３日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅、津新町駅（放置禁止区域）            

２ 撤去した年月日 平成１８年８月３日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  
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津市告示第３７５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１３年津市告示第２５７号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成１８年８月３日 

津市長 松 田 直 久   

１ 届出者 

  豊野連合自治会 

  三重県津市一身田豊野１４０６番地４７９ 

   代表者 山 際 愼 吾 

２ 変更に係る事項 

⑴ 規約に定める目的 

変更前 

 本会は、会員相互及び内外の諸団体との協力・協調のも

とに、会員の教養を高め福祉を増進し、地域生活環境の整

備や防災などに努め、行政と協議･協力をすすめつつ住民の

ための地域社会の良好な、維持及び形成に資することを目

的とし次に掲げる事項を行う。 

⑴ 住民相互の親睦と意思の把握と反映 

⑵ 回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡 

⑶ 美化・清掃等区域内の環境の整備と防災 

⑷ 豊野会館及びその他施設等の維持管理 

⑸ 財産の運用と管理及び目的達成に必要な事項 

変更後 

 本会は、会員相互及び内外の諸団体との協力・協調のも

とに、会員の教養を高め福祉を増進し、地域生活環境の整

備や防災などに努め、行政と協議･協力をすすめつつ住民の

ための地域社会の良好な、維持及び形成に資することを目

的とし次に掲げる事項を行う。 

⑴ 住民相互の親睦と意思の把握と反映 

⑵ 回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡 

⑶ 美化・清掃等区域内の環境の整備と防災 

⑷ 豊野会館及びその他施設等の維持管理 

⑸ 財産の運用と管理及び目的達成に必要な事項 

⑹ 汚水処理施設の維持管理に関する事項 

⑵ 代表者の氏名及び住所 
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変更前 
松 田 信 義 

三重県津市一身田豊野１４０６番地２８４ 

変更後 
山 際 愼 吾 

三重県津市一身田豊野１４０６番地２１２ 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の規約に定める目的が、汚水施設の維持管理を行うことに

なったことにより、平成１８年４月２３日の臨時総会において、変更となっ

たため。 

  また、代表者が平成１８年６月４日の通常総会において、新任されたため。 
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津市告示第３７６号  
 地方自治法 (昭和２２年法律第６７号 ) 第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年一志町告示第２７号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。  
  平成１８年８月３日  
                      津市長 松 田 直 久  
１ 届出者  
  岩垣内自治会  
  三重県津市一志町波瀬４２３９番地２  
   代表者 西 口 正 彦  
２ 変更に係る事項  
 ⑴ 地縁による団体の区域  

 
変更前  

 

会の区域は、一志町大字波瀬字岩垣内及び一志町大字波瀬

字上出４２６８番地７、一志町大字波瀬字上出４２５９番

地、一志町大字波瀬字大広、一志町大字波瀬字城ノ腰、一

志町大字波瀬字入野とする。  

 
 

変更後  
 

会の区域は、津市一志町波瀬字岩垣内及び津市一志町波瀬

字上出４２６８番地７、津市一志町波瀬字上出４２５９番

地、津市一志町波瀬字大広、津市一志町波瀬字城ノ腰、津

市一志町波瀬字入野とする。  

 ⑵ 事務所の所在地  

変更前  三重県一志郡一志町大字波瀬４２３９番地２  

変更後  三重県津市一志町波瀬４２３９番地２    

 ⑶ 代表者の住所  

変更前  三重県一志郡一志町大字波瀬４０５６番地    

変更後  三重県津市一志町波瀬４０５６番地     

３ 変更の理由及び年月日  
  地縁による団体の区域、事務所の所在地及び代表者の住所が、市町村合併

により平成１８年１月１日に表示変更になったため  
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津市告示第３７７号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年８月４日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 津新町駅（放置禁止区域）、白塚団地             

２ 撤去した年月日 平成１８年８月４日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  
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津市告示第３７９号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年８月７日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅、津駅、久居駅（放置禁止区域）及び神戸

地内                           

２ 撤去した年月日 平成１８年８月７日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  
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津市告示第３８０号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年８月８日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅、津駅（放置禁止区域）及び高茶屋駅         

２ 撤去した年月日 平成１８年８月８日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  
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津市告示第３８１号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年８月９日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 津駅、津新町駅、久居駅（放置禁止区域）及び江戸  
            橋駅前公共自転車等駐車場                 

２ 撤去した年月日 平成１８年８月９日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  
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津市告示第３８２号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年８月１０日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅、久居駅（放置禁止区域）及び江戸橋駅東  
            公共自転車等駐車場                     

２ 撤去した年月日 平成１８年８月１０日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 

16





津市告示第３８４号  
 下記に係る国民健康保険被保険者証及び国民健康保険高齢受給者証は無効で

あることを告示する。  
  平成１８年８月１１日  

 
津市長 松 田 直 久  

 
記  

 
 国民健康保険被保険者証  

記号番号  交付年月日  無効となった日  

１２１６７１８  平成１８年 ３月 １日  平成１８年 ７月１４日  

０８３４３７４  平成１７年１０月 1 日  平成１８年 ７月２４日  

０９６４７８３  平成１７年１０月 1 日  平成１８年 ７月２５日  

０７０８０６５  平成１７年１０月 1 日  平成１８年 ７月２５日  

０７１５１４４  平成１７年１０月 1 日  平成１８年 ７月２５日  

０６６７３９４  平成１７年１０月 1 日  平成１７年１０月 ２日  

１１２９９９４  平成１８年 ３月 1 日  平成１８年 ７月２７日  

０４０６１６５  平成１７年１０月 1 日  平成１８年 ７月３1 日  

０６３３７３５  平成１７年１０月 1 日  平成１８年 ８月 １日  

０８４３２０１  平成１７年１０月 1 日  平成１８年 ８月 ３日  

 
 国民健康保険高齢者受給者証  

記号番号  交付年月日  無効となった日  

１２１６７１８  平成１８年 ３月 １日  平成１８年 ７月１４日  
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津市告示第３８６号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年８月１４日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅、津駅、津新町駅及び久居駅  
            （放置禁止区域）                      

２ 撤去した年月日 平成１８年８月１４日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  
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津市告示第３８７号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年８月１５日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅、津新町駅（放置禁止区域）            

２ 撤去した年月日 平成１８年８月１５日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  
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津市告示第３８８号 

 公共下水道の供用を開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第９条第１項

及び第２項の規定により次のとおり公示する。 

 なお、関係図面は、平成１８年８月１６日から２週間、津市下水道部下水道管理課にお

いて一般の縦覧に供する。 

  平成１８年８月１６日 

 

                          津市長 松 田 直 久 

 

１ 供用及び処理を開始する年月日 

  平成１８年９月１日 

２ 下水を排除及び処理する区域 

    流域関連津市公共下水道 

   垂水の一部、三重町津興の一部 

３ 供用を開始する排水施設の位置 

  別図（供用開始区域図）のとおり 

４ 供用を開始する排水施設の合流式又は分流式の別 

分流式 

５ 下水の処理を開始する公共下水道の終末処理場の位置及び名称 

    流域関連津市公共下水道 

   津市雲出鋼管町５２番地の５ 

   雲出川左岸浄化センタ－ 
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津市告示第３８９号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年８月１６日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 津駅、久居駅（放置禁止区域）観音寺公園及び高田  
            本山駅周辺                        

２ 撤去した年月日 平成１８年８月１６日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  
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津市告示第３９０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年美杉村告示第８３号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成１８年８月１６日 

津市長 松 田 直 久   

１ 届出者 

  太郎生区会 

  三重県津市美杉町太郎生１０５５番地 

   代表者 岡 田 嘉 平 

２ 変更に係る事項 

⑴ 地縁による団体の区域 

変更前 

三重県一志郡美杉村太郎生全域（太郎生字侭ｹ谷 1 番地から太

郎生字飯垣内６７９０番地まで）とする 

変更後 

三重県津市美杉町太郎生全域（太郎生字侭ｹ谷 1 番地から太郎

生字飯垣内６７９０番地まで）とする 

⑵ 事務所の所在地 

変更前 三重県一志郡美杉村太郎生２１２０番地 

変更後 三重県津市美杉町太郎生２１２０番地 

⑶ 代表者の住所 

変更前 三重県一志郡美杉村太郎生１０５５番地 

変更後 三重県津市美杉町太郎生１０５５番地 

 ３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の事務所の所在地及び区域が、市町村合併により平成１

８年１月１日に表示変更になったため 

 

  

26



津市公告第８６号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告する。 

  平成１８年８月１日 

  

                      津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成１８年７月２８日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市一色町字垣内５０４－２ほか３筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  四日市市ときわ二丁目１０－２ 

  菰野不動産株式会社 

  代表取締役 岡田 彰 
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津市公告第８７号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１８年８月２日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１８年８月１日  
２ 抑留期間 平成１８年８月４日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢 その他  

１  高茶屋  
 小森町 

 

雑種  

 

黒茶  オス  中  不明 青の首輪  
赤のリード  

 
３ 公示期間 平成１８年８月２日から平成１８年８月４日まで  
４ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  
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津市公告第８８号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１８年８月３日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１８年８月２日  
２ 抑留期間 平成１８年８月７日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  片田  
井戸町 

 

雑種  

 

黒  メス  小  不明  子犬  

 
３ 公示期間 平成１８年８月３日から平成１８年８月７日まで  
４ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  
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津市公告第８９号 

 平成１８年度津市職員採用試験（平成１９年度採用予定）を次のとおり実施する。 

 

  平成１８年８月４日 

 

 

津市長 松 田 直 久 

 

 

１ 職種等、採用予定人員及び受験資格 
受    験    資    格 職

種

等 

採定

用人

予員 
学 歴 、 免 許 等 生 年 月 日 等 

事

 
 

務

 
 

職 

数

 
 

 
 

 

人 

学校教育法による大学院（修士課

程）・大学・短期大学・高等専門学

校・専修学校（専門課程）・高等学

校・中学校又はこれらに相当すると市

長が認める学校等を卒業（修了）した

人又は平成１９年３月卒業（修了）見

込み（中学校卒業見込みを除く。）の

人 

○ 大学院（修士課程）修了 

昭和５０年４月２日以降出生の人 

○ 大学卒 

昭和５２年４月２日以降出生の人 

○ 短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程）卒 

昭和５４年４月２日以降出生の人 

○ 高等学校卒 

昭和５６年４月２日以降出生の人 

○ 中学校卒 

昭和５６年４月２日以降平成元年４月１日までに出

生の人 
技 

術 
職
（ 

土 

木 

）

八

人

程

度 

学校教育法による大学院（修士課

程）・大学・短期大学・高等専門学

校・専修学校（専門課程）・高等学

校又はこれらに相当すると市長が認

める学校等を卒業（修了）した人又

は平成１９年３月卒業（修了）見込

みの人で、土木に係る専門課程を履

修した人 

技 

術 

職
（ 

建 

築 

）

若

干

人 

学校教育法による大学院（修士課

程）・大学・短期大学・高等専門学

校・専修学校（専門課程）・高等学

校又はこれらに相当すると市長が認

める学校等を卒業（修了）した人又

は平成１９年３月卒業（修了）見込

みの人で、建築に係る専門課程を履

修した人 

○ 大学院（修士課程）修了              

昭和５０年４月２日以降出生の人 

○ 大学卒 

昭和５２年４月２日以降出生の人 

○ 短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程）卒 

昭和５４年４月２日以降出生の人 

○ 高等学校卒 

昭和５６年４月２日以降出生の人 

 

保

育

士 

九

人

程

度 

保育士（保母）資格と幼稚園教諭普

通免許状の両方を有する人又は平成１

９年３月までに有する見込みの人 

昭和５２年４月２日以降出生の人 
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保 

健 

師 

若 

干 

人 

保健師（保健婦・保健士）免許証を有

する人又は平成１９年４月までに有する

見込みの人 

昭和５２年４月２日以降出生の人 

技

能

員

（

調

理

員

） 

数 
 

 
 

   
 

人 

中学校卒業以上の学歴を有する人 昭和４７年４月２日以降平成元年４月１日までに出生

の人 

◎上記すべての職種に共通して、地方公務員法第１６条（欠格条項）の各号の一に該当しない人で、通勤可能な人 
 
 
２ 職務内容 

職 種 等 職 務 内 容 

事 務 職 一般行政事務 

 技  術  職 （ 土  木 ） 土木事業に係る計画、設計、施工管理等に関する技術的業務 

 技  術  職 （ 建  築 ） 建築物等に係る設計、施工管理、建築確認等に関する技術的業務

保 育 士 
 児童福祉施設における児童の保育業務又は状況等により幼稚園等

における幼児教育業務等 

保 健 師  乳幼児、妊産婦、成人等の保健指導等 

  技 能 員  （ 調 理 員 ）  学校、児童福祉施設等における給食業務 

                                  
 
３ 受験手続等 
 
 ⑴ 受付期間・受付時間 

日曜日及び土曜日を除き、８月１４日（月）から８月２５日（金）までの午前８時３０分から午後

５時１５分までとします。 
 
 ⑵ 提出書類 
 

ア  津市職員採用試験申込書（受験票付き）------１通 
※ 申込書及び受験票に同一の写真を貼り、受験票は申込書から切り離さないでください。 
※ 津市ホームページからダウンロードした申込書を使用し、提出することもできます。 
※ 記入例を参考に正しく作成してください。 
 

イ  返信用封筒------１通（郵送による申込書の提出の場合は２通） 
※ 返信用封筒のサイズ：長形３号（長さ：２３cm、幅：１２cm 程度） 
※ この返信用封筒により第１次試験に係る合否の通知（郵送による場合は、受験票の送付及び

第１次試験に係る合否の通知）をしますので、８０円切手を貼付の上、あて先に受験者の郵便

番号、住所及び氏名（あて名の敬称は「様」）を記入してください。 
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 ⑶ 提出方法 
 

ア 持参による場合 
上記提出書類を次の提出先まで持参してください。ただし、８月２５日（金）午後５時１５分ま

でに次の提出先に持参した分のみ受付の手続を行います。 
 
提出先 津市西丸之内２３番１号 津市役所３階職員研修室 

        ※ ８月２１日（月）のみ津市役所３階３１会議室 
  イ 郵送による場合 

上記提出書類を封入した封筒の表面に「津市職員採用試験申込書在中」と朱書きの上、必ず配達

記録郵便又は簡易書留郵便により次の送付先まで送付してください。ただし、８月２５日（金）午

後５時１５分までに津市総務部総務課文書管理担当（津市役所７階）に到着した分のみ受付の手続

を行います。 
 
  送付先 〒５１４－８６１１ 津市西丸之内２３番１号 津市市長公室人事課あて 
 

⑷ その他 
 
ア 上記⑶等にかかわらず、提出された書類に記載漏れ等の不備がある場合又は虚偽の記載等がある

場合等は、受付は行わず、書類を返却（郵送による場合は、返信用封筒により返送）し、又は受験

が無効になることがあります。これらにより生じた書類提出の遅延等については一切責任を負いか

ねますので、受験手続には十分注意してください。 
 
イ 郵便事情等による書類到着の遅延等についても、一切責任を負いかねます。 
 
ウ 郵送による場合で９月７日（木）までに受験票が届かないときは、津市市長公室人事課（電話番

号 ０５９－２２９－３１０６）へお問い合わせください。 

 
エ インターネット、E－ｍａｉｌ等による受付はできません。 
 
オ 受付期間の最終日は、大変混雑しますので、余裕を持って早い時期に提出してください。 
 
カ 受付後の提出書類は、一切返却できません。 
 

４ 第１次試験 
 

⑴ 試験科目 

職 種 等 試  験  科  目 

事  務  職 教養試験・職場対人適応性検査・作文試験 

技 術 職 （ 土 木 ） 教養試験・職場対人適応性検査・専門試験 

技 術 職 （ 建 築 ） 教養試験・職場対人適応性検査・専門試験 

保 育 士 教養試験・職場対人適応性検査・専門試験 

保 健 師 教養試験・職場対人適応性検査・専門試験 

技 能 員 （ 調 理 員 ） 教養試験・職場対人適応性検査・適性検査 
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⑵ 試験の内容 

試 験 科 目 試 験 の 内 容 

教 養 試 験 
職種に応じて必要な社会、人文及び自然に関する一般知識並

びに文章理解、判断推理、数的推理及び資料解釈に関する一般

知識及び能力についての択一式による筆記試験 

職場対人適応性検査 職場における対人関係の適応性についての択一式による筆記

検査 

作 文 試 験 課題に対する考え方、表現力・構成力等についての作文試験 

技術職（土木） 

数学・物理・情報技術基礎、土木基礎力学（構造力学、水理

学、土質力学）、土木構造設計、測量、社会基盤工学及び土木施

工に関する専門的知識及び能力についての択一式による筆記試

験 

技術職（建築） 
数学・物理・情報技術基礎、建築構造設計、建築構造、建築

計画、建築法規及び建築施工に関する専門的知識及び能力につ

いての択一式による筆記試験 

保 育 士 
社会福祉、児童福祉、発達心理、保育原理、保育内容及び保

健衛生に関する専門的知識及び能力についての択一式による筆

記試験 

専

門

試

験 保 健 師 
地域看護学、疫学・保健統計（情報処理を含む。）及び保健

福祉行政論に関する専門的知識及び能力についての択一式によ

る筆記試験 

適
性
検
査 

技 能 員 
（調 理 員） 

技能員としての適応性を作業適性及び社会適応性の両面から

見るための択一式による筆記検査 

 

⑶ 試験日 
平成１８年９月１７日（日） 

 
⑷ 試験場所 
  国立大学法人三重大学（津市栗真町屋町１５７７番地） 
 

⑸ 結果発表 
   １０月中旬ごろに受験者全員に対し、合否について書面で通知するとともに、津市ホーム 

ページに合格者の受験番号を掲載します。 
   なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。 
 
５ 第２次試験 

第１次試験合格者に対して次のとおり行います。 
 

⑴ 試験科目 

口述試験（個人面接）・・・全職種 

集団討議 ・・・事務職及び技術職 

 

⑵ 試験日 
平成１８年１１月上旬 
詳細については、第１次試験の結果発表の際に通知します。 
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⑶ 試験場所 
第１次試験の結果発表の際に通知します。  
 

 ⑷ その他 
   第２次試験の受験日までに最終学校卒業（見込）証明書等の書類を提出していただきます。 

詳細については、第１次試験の結果発表の際に通知します。 
 
６ 最終合格者発表 

１１月下旬ごろに第２次試験受験者全員に対し、合否について書面で通知するとともに、津市 
ホームページに合格者の受験番号を掲載します。 

  なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。 
 

７ 合格から採用まで 
 

⑴ 最終合格者については、平成１９年４月１日に採用する予定です。ただし、保健師につい

ては、平成１９年５月１日までに採用する予定です。 
 

⑵ 受験資格を満たさない場合又は申込書に虚偽の記載がある場合等は、採用されません。 
 
⑶ 日本国籍を有しない人で、就職が制限されている在留資格の人は、採用されません。 
 

８ 採用後の給与 
 

⑴ 初任給 

職 種 等 初 任 給 

事務職及び技術職 大学院（修士課程）修了 １７４，０００円 

大学卒 １６６，０００円 

短期大学・高等専門学校・専修学

校（専門課程）卒 １５３，８００円 事務職、技術職及び 
保育士 

高等学校卒等 １４２，８００円 

保健師 １７０，２００円 

技能員（調理員）［１８歳の場合］ １４２，８００円 

(注) 新卒者等に係る平成１８年４月１日付け採用者の初任給であり、採用前に給料の改定等があ 

った場合は、改定額等によります。 
 

⑵ 給与 
津市職員の給与に関する条例等の定めるところにより、給料、期末手当、勤勉手当、扶養手 

当、住居手当、通勤手当等が支給されます。 
 
９ その他 
  この試験の詳細については、津市市長公室人事課(津市役所４階)までお問い合わせください。 
  電話番号（０５９－２２９－３１０６） 
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◎ 日本国籍を有しない人が津市職員採用試験を受験するに当たって 
 

日本国籍を有しない人の任用等について 
 

 「公権力の行使」又は「公の意思の形成への参画」にたずさわる公務員となるためには、日本国

籍を必要とし、それ以外の公務員となるためには、必ずしも日本国籍を必要としないという、いわ

ゆる公務員に関する基本原則に基づき、任用されます。 

 したがいまして、日本国籍を有しない人については、「公権力の行使」に係る職務にたずさわら

ないことを条件として、事務職及び技術職への任用を行います。 

また、日本国籍を有しない人については、職種を問わず、「公の意思の形成への参画」にたずさ

わる職には、将来においても、任用しないことを条件として、採用を行います。 

このことから、日本国籍を有しない人が津市職員(事務職及び技術職)となった場合には、次に掲

げるような「公権力の行使」に係る職務にたずさわることができません。 
日本国籍を有しない人は、どのような職種であっても、次に掲げる「公の意思の形成への参

画」にたずさわる職には、将来においても、任用されません。 
 

 
○ 「公権力の行使」に係る職務について 
  「公権力の行使」に係る職務とは、次のとおりです。 

１  市民等に対して命令、強制等を加え、一方的に市民等の権利を制限したり、自由を 
規制したり、権力的に規律したりする内容を含む業務 

２  公共の福祉の維持・増進のため、市民等に対して義務や負担を一方的に課する内容 
を含む業務 

３  市民等に対して強制力をもって執行する業務 
４  施設管理等に関する裁量権のある業務 

（「公権力の行使」に係る職務の具体例） 
※ 建築確認、都市計画決定、生活保護決定、設備の設置命令、税・国民健康保険料の賦

課、強制力のある立入検査、土地収用、税等の滞納処分、施設の使用許可、道路の占用

許可などに係る業務 
                                      

○ 「公の意思の形成への参画」にたずさわる職について 
  「公の意思の形成への参画」にたずさわる職とは、職種を問わず、ライン職における課

長に係る専決の権限を有する職以上の職で、具体的には、課長、部次長及び部長並びに

これらに類する権限を有する職と津市の活動について、その企画、立案、決定等に関与

する担当副参事（課長級）、担当参事（部次長級）及び担当理事（部長級）が該当しま

す。 
したがって、もっぱら専門的な分野における調査・研究等に係る事務や技術的な事

務、あるいは特命の域での補佐的・補助的な事務などにたずさわる担当理事、担当参事

及び担当副参事並びに担当主幹級以下の職までの昇任は可能となります。 
 

 
※ 「公権力の行使」に係る職務等の詳細については、「津市における「公権力の行使」に係る職

務及び「公の意思の形成への参画」にたずさわる職に関する一覧表」（津市市長公室人事課（津

市役所４階）において備置き。）を御覧ください。 
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津市公告第９０号 

 三重短期大学の教員を次のとおり募集する。 

  平成１８年８月７日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

１ 専門分野 

 老人福祉論又は障害者福祉論 

２ 担当科目 

 社会福祉援助技術現場実習指導及び社会福祉関連科目（老人福祉論、障害

者福祉論等） 

３ 採用職 

  教授、助教授又は講師 

４ 採用人員 

 １人 

５ 応募資格 

 社会福祉士の資格を有し、かつ、以下のいずれかの条件を満たす者 

⑴ 学校教育法による大学院、大学、短期大学及びこれらに準ずる教育機関

において、当該科目を担当する教授、助教授、講師（非常勤を含む。）とし

て勤務経験のある者 

⑵  大学院において、当該科目に関する研究領域を専攻した者で、修士又は

博士の学位を有する者 

⑶  社会福祉士資格取得後、５年以上相談援助業務に従事した経験のある者 

６ 採用予定時期 

 平成１９年４月１日 

７ 給与 

 津市職員の給与に関する条例の定めるところにより支給する。 

８ 応募締切 

 平成１８年９月２９日（金）（午後５時までに必着のこと。） 

９ 面接日 

  平成１８年１１月２５日（土）（面接予定者には平成１８年１１月９日（木）

又は１０日(金)に連絡する。） 

10 提出書類 

⑴ 応募書類一覧表 

⑵ 履歴書（写真を貼付し、連絡先を明記すること。） 
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⑶ 研究業績一覧表 

⑷ 主な著書、論文等の別刷り、又はその写し５点以内 

⑸ 研究業績の内、主要なもの３点以内の概要（各 1,000 字から 2,000 字程

度） 

⑹ 社会福祉に関する現場経験を有する場合は、実務内容の概要 

⑺ 教育及び研究に関する抱負（1,000 字程度） 

⑻ 社会福祉士資格取得を証明する書類 

⑼ 推薦状がある場合は、推薦状 

＊面接を受ける者は、面接時に最終学歴を証明する書類及び健康診断書を

提出すること。 

＊上記⑶及び⑹の記入様式は、大学ホームページ http://www.tsu-cc.ac.j

p を参照すること。  

11 選考方法 

本学教授会において、審議の上決定する。 

12 その他 

採用後は津市又はその周辺等に居住できること。 

 

書類提出先 〒514-0112 

    三重県津市一身田中野 157 番地 

     三重短期大学学長宛 

（封筒の表に、「老人福祉論又は障害者福祉論専任教員応募書類

在中」と朱書きすること。） 

問い合わせ先 三重短期大学 生活科学科 原 幸一 

         電話 059-232-2341 ＦＡＸ 059-232-9647 

E-mail hara@tsu-cc.ac.jp 

        （ただし、問い合わせは原則としてＦＡＸ又はＥ-mail で行うこと。） 
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津市公告第９１号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１８年８月７日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１８年８月３日  
２ 抑留期間 平成１８年８月８日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  白塚町  

 
 

雑種  

 

黒白  メス  小  不明  子犬  

２  白塚町  

 
 

雑種  黒白  メス  小  不明  子犬  

 
３ 公示期間 平成１８年８月７日から平成１８年８月８日まで  
４ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  
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津市公告第９２号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１８年８月７日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１８年８月４日  
２ 抑留期間 平成１８年８月９日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  白山町  

 
 

雑種  

 

黒灰  オス  中  不明  首輪あり  

 
３ 公示期間 平成１８年８月７日から平成１８年８月９日まで  
４ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  
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津市公告第９３号  
農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、次のように津市農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規    

定により公告する。  
平成１８年８月１０日  

 
                      津市長 松 田 直 久 

 
（  「次のように」は省略し、その関係書類を津市農林水産部農林水産課に備え

置いて縦覧に供する。  ）  
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津市公告第９４号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告する。 

  平成１８年８月１０日 

  

                      津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成１８年８月８日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市芸濃町椋本字菖蒲谷６２３４－１ほか２筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  鈴鹿市東旭が丘六丁目６－３３ 

  有限会社 ヒカリ住建 

  代表取締役 飯田 光乙 
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津市公告第９５号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１８年８月１０日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１８年８月９日  
２ 抑留期間 平成１８年８月１４日まで  

番号  
捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  美杉町  雑種  うす茶 オス  中  不明   

 
３ 公示期間 平成１８年８月１０日から平成１８年８月１４日まで  
４ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  
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津市公告第９６号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１８年８月１１日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１８年８月１０日  
２ 抑留期間 平成１８年８月１５日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  大谷町  

 
 

雑種  

 

白  メス  中  不明   

 
３ 公示期間 平成１８年８月１１日から平成１８年８月１５日まで  
４ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  
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津市公告第９７号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告する。 

  平成１８年８月１４日 

  

                      津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成１８年８月９日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市一身田中野字四反長２８１－１、２８２－１ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市南中央１－２５ 

  日東開発株式会社 

  代表取締役 北浦 安男 
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津市公告第９８号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１８年８月１４日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１８年８月１３日  
２ 抑留期間 平成１８年８月１６日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  城山  

 
 

雑種  

 

うす茶 メス  中  不明  茶の首輪  
ノミ取りバ

ンド  

 
３ 公示期間 平成１８年８月１４日から平成１８年８月１６日まで  
４ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  
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津市公告第９９号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告する。 

  平成１８年８月１５日 

  

                      津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成１８年８月１１日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市観音寺町字焼尾７９１－４ほか３筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市栗真中山町１９０ 

  株式会社 トップハウス 

  代表取締役 浪岡 昭 
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津市公告第１００号  
 津市営住宅の補充入居者を津市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成１

８年津市条例第２１５号）第４条の規定により次のとおり公募する。  
  平成１８年８月１６日  

 
 
                   津市長 松 田 直 久   

 
 
１ 入居資格  
  次の各事項の条件を備える者  
（１）現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上  
  婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。）があること。 
  ただし、次に掲げる者（身体上又は精神上著しい障害があるために常時の  
  介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受ける事ができず、又は受け

ることが困難であると認められる者を除く。）にあっては、この限りでない。 
  ア ６０歳以上の者（平成１８年４月１日前に５０歳以上の者）  
  イ 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２条に規定する障害者で

その障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの  
  ウ 戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第２条第１項に規

定する戦傷病者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるも

の  
  エ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号） 
   第１１条第１項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者  
  オ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被

保護者  
  カ 海外からの引揚者で、本法に引き揚げた日から起算して５年を経過し

ていないもの  
  キ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（平

成１３年法律第６３号）第２条に規定するハンセン病療養所入所者等  
  ク 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成１３年

法律第３１号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。）第

１条第２項に規定する被害者で（イ）又は（ロ）のいずれかに該当する

もの  

  

47



（イ）配偶者暴力防止等法第３条第３項第３号の規定による一時保護又は配偶

者暴力防止等法第５条の規定による保護が終了した日から起算して５年を

経過していない者  
（ロ）配偶者暴力防止等法第１０条第１項の規定により裁判所がした命令の申

立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して５年を経過

していないもの  
（２）入居申込みの日において、次ぎに掲げる基準の収入のある者  
Ａ区分住宅 ２００，０００円以下（裁量階層世帯２６８，０００円以下）  
Ｂ区分住宅 １３７，０００円以下（裁量階層世帯１７８，０００円以下）  
裁量階層世帯・・・・・下記の要件のいずれかに該当する世帯  
  ア 申込者又は同居者（予定者を含む。）に障害者基本法（昭和４５年法律

第８４号）第２条に規定する障害者であって、次に掲げる障害の程度の  
   一に該当するものがある場合  
  （ア）身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の

規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載された障害の程度が

同法施行規則別表第５号の１級から４級までである者  
  （イ）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令  
    第１５５号）第６条第３項に規定する１級又は２級の精神障害者  
  （ウ）（イ）に規定する精神障害の程度に相当する程度と認められる知的障

害者  
  イ 申込者が６０歳以上の者であり、かつ、同居者（予定者を含む。）の  
   いずれもが６０歳以上又は１８歳未満の者である場合（平成１８年４月

１日前に５０歳以上の者）  
  ウ 申込者又は同居者（予定者を含む。）に戦傷病者特別援護法（昭和３８  

年法律第１６８号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けてい  
る者で、当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が恩給法  
（大正１２年法律第４８号）別表第１号表ノ２の特別項症から第６項症  
まで又は同表第１号表ノ３の第１款症である者がある場合  

  エ 申込者又は同居者（予定者を含む。）に原子爆弾被爆者に対する援護に  
関する法律（平成６年法律第１１７号）第１１条第１項の規定による  

   厚生労働大臣の認定を受けている者がある場合  
  オ 申込者又は同居者（予定者を含む。）に海外からの引揚者で本邦に引き  

揚げた日から起算して５年を経過していない者がある場合  
  カ 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合  
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  ＜収入の算出方法＞  
申込者及び同居者（予定者を含む。）の過去１年間における所得税法の例  

準じて算出した所得金額の合計から次に掲げる額を控除した額を１２で除       

  した額を収入という。  
  ア 同居親族又は控除対象配偶者若しくは扶養親族１人につき３８万円  
  イ 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族１人につき１０万円  
  ウ 特定扶養親族１人につき２０万円  
  エ 申込者又はアに規定する者に障害者がある場合には、障害者１人につ  
   き２７万円（特別障害者の場合は、１人につき４０万円）  
  オ 申込者又は同居親族に寡婦又は寡夫がある場合その寡婦又は寡夫１人  
   につき２７万円（所得金額が２７万円未満である場合には、当該所得金  
   額）  
（３）現に住宅に困窮していることが明らかな者  
（４）津市内に住所又は勤務場所を有する者  
（５）市町村税を滞納していない者  
２ 受付期間、受付時間及び申込方法  
（１）受付期間、受付時間  
   平成１８年９月５日（火）から同月８日（金）までの午前８時３０分か  
  ら午後５時１５分までとする。  
（２）申込方法  
   入居申込みは、住宅入居申込書に所定事項を明確に記載し過去１年（平  
  成１７年８月から平成１８年７月まで）に勤務先から支給された給料、賞  
  与等すべての税込額の収入証明を受け、次の書類を持参し建設部市営住宅  
  課（６階）及び各総合支所産業建設課（建設課）へ申込者又は事情の分か  

る家族の者が提出すること。  
   なお、住宅入居申込書は、平成１８年８月１７日（木）から建設部市営  
  住宅課及び各総合支所産業建設課（建設課）で交付する。（ただし、土曜日  

及び日曜日は除く。）  
  ア 申込者、同居者（予定者を含む。）全員の市町村長の発行する所得・課  
   税証明書  
  イ 申込者、同居者（予定者を含む。）全員の住民票の写し  
  ウ 市町村税の納税証明書  
  エ 婚約中の者は、婚約証明者（市営住宅課の用紙）  
  オ 立ち退きを請求されている者はその証明書  
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カ 心身障害者は手帳、母子世帯については戸籍の全部事項証明書（戸籍  
   謄本）又は社会福祉事務所長の証明書  
  キ 現住居が借家、間借りの場合は、賃貸借契約書の写し又は過去３か月  
   間（平成１８年６月から平成１８年８月まで）の家賃の領収書の写し  
  ク その他申込者の実情に応じて必要な書類の提出を求めることができる。 
３ 優先入居者  
  次の世帯等は、優先入居住宅に申込みができる。  
（１）条例第５条各号に該当する世帯  
（２）母子世帯（２０歳未満の子と同居し、扶養している寡婦世帯）  
（３）引揚者世帯（永住帰国を希望する中国残留邦人等の世帯）  
（４）老人世帯（６０歳以上の者及び一定条件を有する者のみからなる世帯）  
（５）多子世帯（１８歳未満の子が３人以上いる世帯）  
（６）心身障害者世帯（身体障害者手帳４級以上の交付を受けた者等が含まれ  

る世帯）  
４ 選考及び抽選  
  提出された申込書及び実情調査をもとに、入居適格者を選考する。  
 入居適格者の数が、募集戸数を上回った住宅については、津市営住宅等公開  
 抽選実施要綱に基づき、公開抽選を行い、入居決定者及び入居補欠者を決定  

し、その当選順に希望の住宅を選択する。  
 優先入居住宅がある募集住宅の抽選は、一般住宅の抽選に先立ち優先入居  
適格者により優先入居住宅の抽選を行い、続いて一般住宅の抽選を一般入居  
適格者と先の優先入居住宅の落選者により、抽選を行う。  

  抽選は、平成１８年９月２７日（水）を予定  
５ 募集住宅及び戸数  
  Ａ区分住宅  
（１） 白塚団地      １戸  
    津市白塚町５８番地３     鉄筋コンクリート５階建 ３ＤＫ  
     家賃  １５，１００円 ～ ３３，３００円  
（２） 一身田アパート   １戸        

津市一身田町２１３番他１   鉄筋コンクリート３階建 ３ＤＫ  
家賃  １９，０００円 ～ ３９，３００円  

（３） 大井アパート    ２戸（１）  単身世帯可  
    津市中河原１３４番地     鉄筋コンクリート４階建 ３ＤＫ  
     家賃  １１，３００円 ～ ２４，９００円  
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（４） 高洲町アパート    ２戸（１）  単身世帯可  
    津市高洲町２０番１２号他   鉄筋コンクリート４階建 ３ＤＫ  
     家賃  １０，４００円 ～ ２３，７００円  
（５） ぜにやま団地     ２戸（１）  単身世帯可  
    津市神戸１８９３番地     鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ  
     家賃   ７，３００円 ～ １２，３００円  
（６） ぜにやま団地     ６戸（２）      

津市神戸１８９３番地     鉄筋コンクリート・プレキャストコ  
ンクリート４階建 ３ＤＫ  
 家賃   ８，８００円 ～ ２７，７００円  

（７） 藤方団地      １戸      
    津市藤方２９７番地      鉄筋コンクリート５階建 ３ＤＫ  
     家賃  １２，８００円 ～ ２８，１００円     
（８） 森団地       １戸      単身世帯可  
    津市森町２１３４番地     簡易耐火構造２階建   ２ＤＫ  
     家賃   ７，８００円 ～ １２，９００円  
（９） 中町団地      １戸     単身世帯可  
    津市久居中町３６６番地    プレキャストコンクリート３階建 

３Ｋ  
     家賃  １０，９００円 ～ ２３，９００円          
（１０） 相川西団地    １戸     単身世帯可  
    津市久居野村町２００４番地１ プレキャストコンクリート３階建  
    ３Ｋ               
     家賃  １０，７００円 ～ ２３，５００円  
（１１） 相川西団地    ２戸（１）                 
    津市久居野村町２００７番地１ プレキャストコンクリート３階建  
    ３ＤＫ  
     家賃  １３，５００円 ～ ２９，６００円  
（１２） 美里第２住宅 ２戸（１）   単身世帯可  
    津市美里町北長野５２２番地１他 簡易耐火構造２階建   ３Ｋ    
     家賃   ８，０００円 ～ １７，７００円  
（１３） 片野団地   １戸      単身世帯可  
    津市一志町片野５５３番地１５０ 準耐火構造平屋建   ２ＤＫ         

     家賃  １３，４００円 ～ ２９，４００円  
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（１４） 新沢田団地  １戸  
    津市一志町新沢田１５４番地  簡易耐火構造平屋建   ３ＤＫ  

   家賃  １１，５００円 ～ ２５，３００円                

Ｂ区分住宅  
（１５） 高洲住宅   １戸        
    津市高洲町１０番２１号    簡易耐火構造２階建   ３ＤＫ  
     家賃  １８，０００円 ～ ２５，９００円  
（１６） 阿漕１号館アパート ２戸（１） 単身世帯可   
    津市柳山津興３１８番地    鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ  
     家賃   ８，６００円 ～ １２，４００円  
（１７） 南阿漕１号館    ３戸（１）  
    津市阿漕町津興２２２番地９  鉄筋コンクリート５階建 ３ＤＫ  
     家賃  １３，８００円 ～ １９，７００円  
（１８） 西城山アパート １戸      単身世帯可  
    津市城山三丁目１０番３－３０６号  
     鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ  
     家賃   ８，７００円 ～ １２，４００円  

                                        

（ ）内は優先入居住宅の戸数で、募集戸数の内数  
家賃は、平成１８年度の月額家賃で、表示の範囲内で各入居世帯毎の収

入等に応じた家賃となります。  
   また、平成１９年度以降も、毎年度、入居者の収入や住宅規模等に応じ

た家賃となります。  
６ 入居の時期  
  平成１８年１０月下旬（予定）  
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津市公告第１０１号  
津市営若者住宅の補充入居者を津市営若者住宅の設置及び管理に関する条例

（平成１８年津市条例２１６号）第３条の規定により次のとおり公募する。  
 平成１８年８月１６日  

 
津市長 松 田 直 久    

 
１ 入居資格  
  次の各事項の条件を備える者  
（１）入居時において、夫婦の年齢が４０歳未満の世帯で住宅に困窮してるこ

とが明らかな者  
当該住宅に入居することが確実であり、かつ、善良な市民として定住す

ることが見込まれる者  
（２）条例に基づいて定める家賃及び敷金を支払う能力を有する者  
（３）市町村税を滞納してない者  
２ 受付期間、受付時期及び申込方法  
（１）受付期間、受付時間  
   平成１８年９月５日（火）から同月８日（金）までの午前８時３０分か

ら午後５時１５分までとする。  
（２）申込方法  

入居申込みは、若者住宅入居申込書に所定事項を明確に記載し、次の書

類を持参し建設部市営住宅課（６階）及び各総合支所産業建設課（建設課）

へ申込者又は事情の分かる家族の者が提出すること。  
なお、若者住宅入居申込書は、平成１８年８月１７日（木）から建設部

市営住宅課及び各総合支所産業建設課（建設課）で交付する。（ただし、土

曜日及び日曜日は除く。）  
ア 申込者、同居者（予定者を含む。）全員の市町村長の発行する所得・課

税証明書  
イ 申請者、同居者（予定者を含む。）全員の住民票の写し  
ウ 市町村税の納税証明書  
エ 婚約中の者は、婚約証明書（住宅課所定の用紙）  
オ その他申込者の実情に応じて必要な書類の提出を求めることができる。 

３ 選考及び抽選  
  提出された申込書をもとに、入居適格者を選考する。  
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  入居適格者の数が、募集戸数を上回った住宅については、公開抽選会を行

い、入居決定者及び入居補欠者を決定し、その当選順に希望の住宅を選択す

る。  
  抽選日は、平成１８年９月２８日（木）を予定  
４ 募集住宅及び戸数  
（１）コミュニティ瑞穂  １戸  津市美杉町太郎生１９３９番地  
   木造かわらぶき２階建 ３ＬＤＫ 家賃 32,000 円  
５ 入居の時期  
  平成１８年１０月下旬（予定）  
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津市教育委員会公告第 １ 号 
  

平成１８年度津市幼稚園教諭採用試験（平成１９年度採用予定）を次のとおり実施する。 
   

平成１８年８月４日 
 
               津市教育委員会委員長  佐々木 典 夫 
 
１ 職種等、採用予定人員及び受験資格 

受  験  資  格 職

種

等 

採定

用人

予員 免 許 等 生 年 月 日 等 

幼
稚
園
教
諭 

数

人 

幼稚園教諭普通免許状と保育士

（保母）資格の両方を有する人又は

平成１９年３月までに有する見込み

の人 

昭和５２年４月２日以降出生の人 

◎地方公務員法第１６条（欠格条項）の各号の一に該当しない人で、通勤可能な人 
 
２ 職務内容 
  市立幼稚園における幼児の保育業務又は状況等により児童福祉施設等における児童の保育業務      

 
３ 受験手続等 
 
 ⑴ 受付期間・受付時間 

日曜日及び土曜日を除き、８月１４日（月）から８月２５日（金）までの午前８時３０分から午後 
５時１５分までとします。 

 
 ⑵ 提出書類 
 

ア  津市幼稚園教諭採用試験申込書（受験票付き）--------１通 
※ 申込書及び受験票に同一の写真を貼り、受験票は申込書から切り離さないでください。 
※ 津市ホームページからダウンロードした申込書を使用し、提出することもできます。 
※ 記入例を参考に正しく作成してください。 
 

イ  返信用封筒--------１通（郵送による申込書の提出の場合は２通） 
※ 返信用封筒のサイズ：長形３号（長さ：２３cm、幅：１２cm 程度） 
※ この返信用封筒により第１次試験に係る合否の通知（郵送による場合は、受験票の送付及び

第１次試験に係る合否の通知）をしますので、８０円切手を貼付の上、あて先に受験者の郵便

番号、住所及び氏名（あて名の敬称は「様」）を記入してください。 
 
 ⑶ 提出方法 
 

ア 持参による場合 
上記提出書類を次の提出先まで持参してください。ただし、８月２５日（金）午後５時１５分ま

でに次の提出先に持参した分のみ受付の手続を行います。 
 
提出先 津市西丸之内２３番１号 津市教育委員会事務局教育総務課（津市役所７階） 
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イ 郵送による場合 

上記提出書類を封入した封筒の表面に「津市幼稚園教諭採用試験申込書在中」と朱書きの上、必

ず配達記録郵便又は簡易書留郵便により次の送付先まで送付してください。ただし、８月２５日

（金）午後５時１５分までに津市総務部総務課文書管理担当（津市役所７階）に到着した分のみ受

付の手続を行います。 
 
  送付先 〒５１４－８６１１ 津市西丸之内２３番１号 津市教育委員会事務局教育総務課あて 
 

⑷ その他 
 
ア 上記⑶等にかかわらず、提出された書類に記載漏れ等の不備がある場合又は虚偽の記載等がある

場合等は、受付は行わず、書類を返却（郵送による場合は、返信用封筒により返送）し、又は受験

が無効になることがあります。これらにより生じた書類提出の遅延等については一切責任を負いか

ねますので、受験手続には十分注意してください。 
 
イ 郵便事情等による書類到着の遅延等についても、一切責任を負いかねます。 
 
ウ 郵送による場合で９月７日（木）までに受験票が届かないときは、津市教育委員会事務局教育総

務課（電話番号 ０５９－２２９－３２９２）へお問い合わせください。 

 
エ インターネット、Ｅ－ｍａｉｌ等による受付はできません。 
 
オ 受付期間の最終日は、大変混雑しますので、余裕を持って早い時期に提出してください。 
 
カ 受付後の提出書類は、一切返却できません。 
 

４ 第１次試験 
 

⑴ 試験科目 
  教養試験・職場対人適応性検査・専門試験 

 

⑵ 試験の内容 

試 験 科 目 試 験 の 内 容 

教 養 試 験 
幼稚園教諭として必要な社会、人文及び自然に関する一般知

識並びに文章理解、判断推理、数的推理及び資料解釈に関する

一般知識及び能力についての択一式による筆記試験 

職場対人適応性検査 職場における対人関係の適応性についての択一式による筆記

検査 

専 門 試 験 発達心理、教育学、保育原理、保育内容及び法規に関する専

門的知識及び能力についての択一式による筆記試験 

 

⑶ 試験日 
平成１８年９月１７日（日） 

 
⑷ 試験場所 
  国立大学法人三重大学（津市栗真町屋町１５７７番地） 
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⑸ 結果発表 
   １０月中旬ごろに受験者全員に対し、合否について書面で通知するとともに、津市ホーム 

ページに合格者の受験番号を掲載します。 
   なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。 
 
５ 第２次試験 

第１次試験合格者に対して次のとおり行います。 
 

⑴ 試験科目 

口述試験、ピアノ実技等 

 

⑵ 試験日 
平成１８年１１月上旬 
詳細については、第１次試験の結果発表の際に通知します。 

 

⑶ 試験場所 
第１次試験の結果発表の際に通知します。  
 

 ⑷ その他 
   第２次試験の受験日までに最終学校卒業（見込）証明書等の書類を提出していただきます。 

詳細については、第１次試験の結果発表の際に通知します。 
 
６ 最終合格者発表 

１１月下旬ごろに第２次試験受験者全員に対し、合否について書面で通知するとともに、津 
市ホームページに合格者の受験番号を掲載します。 

  なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。 
 

７ 合格から採用まで 
 

⑴ 最終合格者については、平成１９年４月１日に採用する予定です。 
 

⑵ 受験資格を満たさない場合又は申込書に虚偽の記載がある場合等は、採用されません。 
 
⑶ 日本国籍を有しない人で、就職が制限されている在留資格の人は、採用されません。 
 

８ 採用後の給与 
 

⑴ 初任給 

学             歴 初 任 給 

大学卒  １７９，６００円 

短期大学・高等専門学校・専修学校（専門課程）卒 １６２，４００円 

（注）新卒者等の初任給であり、採用前に給料の改定等があった場合は、改定額等によります。 
⑵ 給与 

津市職員の給与に関する条例等の定めるところにより、給料、期末手当、勤勉手当、扶養手

当、住居手当、通勤手当等が支給されます。 
 
 
９ その他 
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  この試験の詳細については、津市教育委員会事務局教育総務課（津市役所７階）までお問い合

わせください。 
  電話番号（０５９－２２９－３２９２）

 
 
 
◎ 日本国籍を有しない人が津市幼稚園教諭採用試験を受験するに当たって 
 

日本国籍を有しない人の任用等について 
 

 「公権力の行使」又は「公の意思の形成への参画」にたずさわる公務員となるためには、日本国

籍を必要とし、それ以外の公務員となるためには、必ずしも日本国籍を必要としないという、いわ

ゆる公務員に関する基本原則に基づき、任用されます。 

 したがいまして、日本国籍を有しない人の幼稚園教諭への採用については、「公の意思の形成へ

の参画」に係る職務にたずさわらないことを条件として、幼稚園教諭への任用を行います。 

日本国籍を有しない人には、次に掲げる「公の意思の形成への参画」にたずさわる職には、将来

においても、任用されません。 

 
                                      

○ 「公の意思の形成への参画」にたずさわる職について 
  「公の意思の形成への参画」にたずさわる職とは、職種を問わず、ライン職における課

長に係る専決の権限を有する職以上の職で、具体的には、課長、部次長及び部長並びに

これらに類する権限を有する職と津市の活動について、その企画、立案、決定等に関与

する担当副参事（課長級）、担当参事（部次長級）及び担当理事（部長級）が該当しま

す。 
したがって、もっぱら専門的な分野における調査・研究等に係る事務や技術的な事

務、あるいは特命の域での補佐的・補助的な事務などにたずさわる担当理事、担当参事

及び担当副参事並びに担当主幹級以下の職までの昇任は可能となります。 
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津市選挙管理委員会告示６９号  
 土地改良法施行令（昭和２４年政令第２９５号）第６条第 1 項の規定により、

白山町土地改良区総代会総代の総選挙を次のとおり定めたので、同条第 3 項及

び第 4 項の規定により告示する。  
  平成１８年８月１６日  

 
                      津市選挙管理委員会  
                      委員長 大 橋 達 郎  

 
 １ 選 挙 期 日   平成１８年８月２３日  

 
 ２ 投 票 の 時 間   午前８時３０分から午後５時００分まで  

 
 ３ 選挙すべき総代の数   ３０名  
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津市選挙管理委員会告示７２号  
 平成１８年８月２３日執行の白山町土地改良区総代会総代選挙における選挙

長の行う告示は、津市役所白山総合支所の掲示場に掲示してこれを行う。  
  平成１８年８月１６日  

 
                      津市選挙管理委員会  
                      委員長 大 橋 達 郎  
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津市選挙管理委員会告示第７３号  
 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項の規定により選挙

人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面の縦覧に関し、

次のとおり定めたので同法第２３条第２項の規定により告示する。  
  平成１８年８月１６日  

 
                       津市選挙管理委員会  
                       委員長 大 橋 達 郎  

 
 １ 縦 覧 の 場 所   津市選挙管理委員会事務局  

 
 ２ 縦覧に供する期間   平成１８年９月３日から同月７日まで  
             （毎日午前８時３０分から午後５時まで）  
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津市選挙管理委員会告示第７４号  
 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の６第１項の規定により

在外選挙人名簿に登録した者の氏名、経由領事官、最終住所及び生年月日を記

載した書面の縦覧に関し、次のとおり定めたので同法第３０条の７第２項の規

定により告示する。  
  平成１８年８月１６日  

 
                       津市選挙管理委員会  
                       委員長 大 橋 達 郎  

 
 １ 縦 覧 の 場 所   津市選挙管理委員会事務局  

 
 ２ 縦覧に供する期間   平成１８年９月３日から同月７日まで  
             （毎日午前８時３０分から午後５時まで）  
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津市選挙管理委員会告示第７５号  
 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の規定により、次の者を

選挙人名簿から抹消したので、同条の規定により告示する。  
  平成１８年８月１６日  

 
                       津市選挙管理委員会  
                       委員長 大 橋 達 郎  

 
 １ 抹 消 者 数 
              男       女       計  
              ７人      ４人      １１人  

 
 ２ 抹消した者の氏名等  津市選挙管理委員会事務局にて保管  

 
 ３ 抹 消 し た 年 月 日  平成１８年８月１０日  
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津市選挙管理委員会告示第７６号  
 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１１の規定により、次

の者を在外選挙人名簿から抹消したので、同条の規定により告示する。  
  平成１８年８月１６日  

 
                       津市選挙管理委員会  
                       委員長 大 橋 達 郎  

 
 １ 抹 消 者 数 
              男       女       計  
              ４人      １人      ５人  

 
 ２ 抹消した者の氏名等  津市選挙管理委員会事務局にて保管  

 
 ３ 抹 消 し た 年 月 日  平成１８年８月１０日  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66



津市消防本部公告第１号 

 平成１８年度津市消防職員採用試験（平成１９年度採用予定）を次のとおり実施する。 

平成１８年８月４日 

 

                               津市消防長 野田 重門 

１ 職種、採用予定人員及び受験資格 

受       験       資       格 職 
  

種 

採定
用人
予員 学 歴 、 免 許 等 生 年 月 日 等 そ の 他 

消 
 

 

防 
 

 

職 

数 
 

 
 

 
 

 

人 

学校教育法による大学院

（修士課程）・大学・短期

大学・高等専門学校・専修

学校（専門課程）・高等学

校・中学校又はこれらに相

当すると消防長が認める学

校等を卒業（修了）した人

又 は 平 成 １ ９ 年 ３ 月 卒 業

（修了）見込み（中学校卒

業見込みを除く。）の人 

消
防
職
（
救
急
救
命
士
） 

一 
 

 
 

 
 

 

人 

救急救命士法による救急

救命士免許証を有する人又は

平成１９年３月までに有する

見込みの人 

 

○ 大学院（修士課

程）修了      

昭和５０年４月

２日以降出生の人

 

○ 大学卒 

昭和５２年４月

２日以降出生の人

 

○ 短期大学・高等専

門 学 校 ・ 専 修 学

校（専門課程）卒

昭和５４年４月

２日以降出生の人

 

○ 高等学校卒 

昭和５６年４月

２日以降出生の人

 

○ 中学校卒 

昭和５６年４月

２日以降平成元年

４ 月 １ 日 ま で に

出生の人 

○ 通勤可能な人 

 

○ 身体健全で、消防業

務を遂行するに当たっ

て支障のない人 

 

○ 次のいずれかに該当

する人は、受験できま

せん。  

１ 日本国籍を有しな

い人  

２ 地方公務員法第１

６条（欠格条項）の

各号の一に該当する

人 

 

 

 
２ 職務内容等 

火災・救急・救助等における災害業務及びその他消防行政に関し、隔日（２４時間）勤務等による職 
務に従事することになります。 

 
３ 受験手続等 
 
 (1) 受付期間・受付時間 

日曜日及び土曜日を除き、８月１４日（月）から８月２５日（金）までの午前８時３０分から午後
５時１５分までとします。 
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 (2) 提出書類 
 

ア  津市消防職員採用試験申込書（受験票付き）--------１通 
※ 申込書及び受験票に同一の写真を貼り、受験票は申込書から切り離さないでください。 

    ※ 津市ホームページからダウンロードした申込書を使用し、提出することもできます。 
    ※ 記入例を参考に正しく作成してください。 
 

イ  返信用封筒--------１通（郵送による申込書の提出の場合は２通） 
※ 返信用封筒のサイズ：長形３号（長さ：２３cm、幅：１２cm 程度） 
※ この返信用封筒により第１次試験に係る合否の通知（郵送による場合は、受験票の送付及び
第１次試験に係る合否の通知）をしますので、８０円切手を貼付の上、あて先に受験者の郵便
番号、住所及び氏名（あて名の敬称は「様」）を記入してください。       

 
(3) 提出方法 

 
ア 持参による場合 

上記提出書類を次の提出先まで持参してください。ただし、８月２５日（金）午後５時１５分ま
でに次の提出先に持参した分のみ受付の手続を行います。 

 
提出先 津市久居明神町２２７６番地 津市消防本部消防総務課（津市消防庁舎２階） 

 
  イ 郵送による場合 

上記提出書類を封入した封筒の表面に「津市消防職員採用試験申込書在中」と朱書きの上、必ず
配達記録郵便又は簡易書留郵便により次の送付先まで送付してください。ただし、８月２５日
（金）午後５時１５分までに津市消防本部消防総務課（津市消防庁舎２階）に到着した分のみ受付
の手続を行います。 

 
  送付先 〒５１４－１１０１ 津市久居明神町２２７６番地 津市消防本部消防総務課あて 
 

(4) その他 
 
ア 上記(3)等にかかわらず、提出された書類に記載漏れ等の不備がある場合又は虚偽の記載等がある
場合等は、受付は行わず、書類を返却（郵送による場合は、返信用封筒により返送）し、又は受験
が無効になることがあります。これらにより生じた書類提出の遅延等については一切責任を負いか
ねますので、受験手続には十分注意してください。 
 

イ 郵便事情等による書類到着の遅延等についても、一切責任を負いかねます。 
 

ウ 郵送による場合で９月７日（木）までに受験票が届かないときは、津市消防本部消防総務課（電
話番号 ０５９－２５４－０３５１）へお問い合わせください。 

 
エ インターネット、Ｅ－ｍａｉｌ等による受付はできません。 
 
オ 受付期間の最終日は、大変混雑しますので、余裕を持って早い時期に提出してください。 

 
カ 受付後の提出書類は、一切返却できません。 
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４ 第１次試験 
 
(1) 試験科目 

      教養試験、適性検査及び体力測定 
 

(2) 試験の内容  

試 験 科 目 試 験 の 内 容 

教 養 試 験 
消防職員として必要な社会、人文及び自然に関する一般知識

並びに文章理解、判断推理、数的推理及び資料解釈に関する一

般知識及び能力についての択一式による筆記試験 

適  性  検  査 消防職員としての適応性についての択一式による筆記検査 

体  力  測  定 消防職員として必要な体力・運動能力の測定 

 
(3) 試験日 

平成１８年９月１７日（日） 
 

(4) 試験場所 
  津市立三重短期大学（津市一身田中野１５７番地） 

 
(5) 結果発表 

   １０月中旬ごろに受験者全員に対し、合否について書面で通知するとともに、津市ホーム 
ページに合格者の受験番号を掲載します。 

   なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。 
 
５ 第２次試験 

第１次試験合格者に対して次のとおり行います。 
 

(1) 試験科目 
個別面接及び作文試験 

 
(2) 試験日 

平成１８年１１月上旬 
詳細については、第１次試験の結果発表の際に通知します。 
 

(3) 試験場所 
第１次試験の結果発表の際に通知します。 

 
(4) その他 

第２次試験の受験日までに最終学校卒業（見込）証明書等の書類を提出していただきます。 
詳細については、第１次試験の結果発表の際に通知します。 

 
６ 最終合格者発表 

１１月下旬ごろに第２次試験受験者全員に対し、合否について書面で通知するとともに、津市
ホームページに合格者の受験番号を掲載します。 

なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。 
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７ 合格から採用まで 
 

(1) 最終合格者については、平成１９年４月１日に採用する予定です。 
 

(2) 受験資格を満たさない場合又は申込書に虚偽の記載がある場合等は、採用されません。 
 
８ 採用後の給与 
 

(1) 初任給 
職  種 学 歴 等 初 任 給

大学院（修士課程）修了 １７４，０００円 

大学卒 １６６，０００円 

短期大学・高等専門学校・専修学校（専門課程）卒 １５３，８００円 

消防職及び 

消防職（救急救命士） 

高等学校卒等 １４２，８００円 

（注）新卒者等に係る平成１８年４月１日付け採用者の初任給であり、採用前に給料の改定等が
あった場合は、改定額等によります。    

 
(2) 給与 

津市職員の給与に関する条例等の定めるところにより、給料、期末手当、勤勉手当、扶養手
当、住居手当、通勤手当等が支給されます。 

 
９  その他 
  この試験の詳細については、津市消防本部消防総務課（津市消防庁舎２階）までお問い合わせ

ください。 
  電話番号（０５９－２５４－０３５１） 
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